
【報道発表資料】 

令 和 ６ 事 務 年 度 における相 続 税 の調 査 等 の状 況 

令 和 ７ 年 １ 2 ⽉ 
国 税 庁 

Ⅰ 相続税の調査等の状況 

１ 相続税の実地調査の状況 

２ 相続税の簡易な接触の状況 

Ⅱ 調査に係る主な取組 

１ 相続税の無申告事案に対する実地調査の状況 

２ 相続税の海外資産関連事案に対する実地調査の状況 

３ 贈与税の実地調査の状況 

Ⅲ 参考計表 

１ 申告漏れ相続財産の⾦額の推移 

２ 申告漏れ相続財産の⾦額の構成⽐の推移 

３ 相続税の海外資産関連事案に係る財産別⾮違件数の推移 

４ 相続税の海外資産関連事案に係る地域別⾮違件数の推移 

Ⅳ 調査事例 
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〇 相続税の実地調査事績 

 
 (注) 「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産価額（相続時精算課税適⽤財産価額を含む。）から、被相続⼈の債務・葬式費⽤の額

(調査による増減分)を控除し、相続開始前３年以内の被相続⼈から法定相続⼈等への⽣前贈与財産価額(調査による増減分)を加えた
ものである。よって、「Ⅲ 参考計表」の「１ 申告漏れ相続財産の⾦額の推移」の⾦額と⼀致しない。   

   

対前事務年度⽐

件 件 ％

8,556 9,512 111.2
件 件 ％

7,200 7,826 108.7
％ ％ ポイント

84.2 82.3 ▲1.9 
件 件 ％

971 1,065 109.7
％ ％ ポイント

13.5 13.6 0.1 
億円 億円 ％

2,745 2,942 107.2
億円 億円 ％

375 444 118.4
億円 億円 ％

639 716 112.0
億円 億円 ％

96 109 113.2
億円 億円 ％

735 824 112.2
万円 万円 ％

3,208 3,093 96.4
万円 万円 ％

859 867 100.9

             　　　　　　  事務年度等
 項⽬ 令和５事務年度 令和６事務年度

① 実地調査件数

② 申告漏れ等の⾮違件数

③ ⾮違割合
(②／①）

④ 重加算税賦課件数

⑤ 重加算税賦課割合
（④／②）

⑥ 申告漏れ課税価格

⑦ ⑥のうち
重加算税賦課対象

⑧
追
徴
税
額

本税

⑨ 加算税

⑩ 合計

⑪ 実
地
調
査

１
件
当
た
り

申告漏れ課税価格
（⑥／①）

⑫ 追徴税額
（⑩／①）

（注）

（注）

 １ 相続税の実地調査の状況 

資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定さ
れる事案等について、相続税の実地調査を実施しました。 

令和６事務年度においては、実地調査件数は 9,512 件（対前事務年度⽐ 111.2％）、追徴税額合計は
824 億円（対前事務年度⽐ 112.2％）と、いずれも増加しました。 
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〇 相続税の簡易な接触の事績 

 

 
〇 相続税の簡易な接触の事績の推移 

 

 
 

 

対前事務年度⽐

件 件 ％
18,781 21,969 117.0

件 件 ％

5,079 5,796 114.1
億円 億円 ％

954 1,123 117.8
億円 億円 ％

116 133 113.8
億円 億円 ％

6 6 96.4
億円 億円 ％

122 138 113.0
万円 万円 ％

508 511 100.7
万円 万円 ％

65 63 96.6

⑦
簡
易
な
接
触

１
件
当
た
り

申告漏れ課税価格
（③／①）

⑧ 追徴税額
（⑥／①）

③ 申告漏れ課税価格

④
追
徴
税
額

本税

⑤ 加算税

⑥

令和６事務年度

① 簡易な接触件数

合計

② 申告漏れ等の⾮違件数

             　　　　　　  事務年度等
 項⽬ 令和５事務年度

65 69 
87 

122 
138 

13,634 14,730 15,004

18,781
21,969

0

50

100

150

200

R2 R3 R4 R5 R6
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

追徴税額(合計） 簡易な接触件数

 ２ 相続税の簡易な接触の状況 

実地調査を適切に実施する⼀⽅、⽂書、電話による連絡⼜は来署依頼による⾯接により申告漏れ、計算誤り
等がある申告を是正するなどの接触（以下「簡易な接触」といいます。）の⼿法も効果的・効率的に活⽤し、適
正・公平な課税の確保に努めています。   

令和６事務年度においては、令和５事務年度に引き続き簡易な接触に積極的に取り組むことにより、接触件
数は 21,969 件（対前事務年度⽐ 117.0％）、申告漏れ等の⾮違件数は 5,796 件（同 114.1％）、申
告漏れ課税価格は 1,123 億円（同 117.8％）、追徴税額合計は 138 億円（同 113.0％）と増加し、いず
れも簡易な接触の事績の公表を始めた平成 28 事務年度以降で最⾼となりました。 

（件） （億円） 

（事務年度） 
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〇 相続税の無申告事案に対する実地調査の状況 

 
 
〇 相続税の無申告事案に対する調査事績の推移 

 

対前事務年度⽐

件 件 ％

690 650 94.2
件 件 ％

613 562 91.7
％ ％ ポイント

88.8 86.5 ▲2.4 
億円 億円 ％

752 749 99.5
億円 億円 ％

102 117 114.8
億円 億円 ％

22 25 117.4
億円 億円 ％

123 142 115.3
万円 万円 ％

10,899 11,517 105.7
万円 万円 ％

1,787 2,187 122.4

⑧
実

地

調

査

１
件
当
た
り

申告漏れ課税価格
（④／①）

⑨ 追徴税額
（⑦／①）

③ ⾮違割合
（②／①）

④ 申告漏れ課税価格

⑤

追
徴
税
額

本税

⑥ 加算税

⑦ 合計

 ② 申告漏れの⾮違件数

 
　項⽬ 令和５事務年度 令和６事務年度

 ① 実地調査件数

事務年度等

61 74 

111 123 142 462 
576 

705 
690 650 

0

50

100

150

R2 R3 R4 R5 R6
0

200

400

600

800

1,000

追徴税額（合計） 実地調査件数

 １ 相続税の無申告事案に対する実地調査の状況 

無申告事案は、申告納税制度の下で⾃発的に適正な申告・納税を⾏っている納税者の税に対する公平感を
著しく損なうものであることから、資料情報の収集・活⽤など無申告事案の把握のための取組を積極的に⾏い、的
確な課税処理に努めています。 

令和６事務年度においては、追徴税額は 142 億円（対前事務年度⽐ 115.3％）と増加し、公表を始めた
平成 21 事務年度以降で最⾼となりました。 

（億円） （件） 

（事務年度） 
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〇 相続税の海外資産関連事案に対する実地調査の状況 

 
 

 
 
 
〇 相続税の海外資産関連事案に対する調査事績の推移 

 

 

件 件 ％

143.5
770 件 1,052 件 136.6 ％

124.4
68 件 108 件 158.8 ％

408 億円 514 億円 126.1 ％

62 97 155.5
24 億円 55 億円 229.2 ％

5,299 万円 4,889 万円 92.3 ％

3,708 4,636 125.0⑥
⾮ 違 １ 件 当 た り の
海 外 資 産 に 係 る

申告漏れ課税価格（④／②）

233.3

④ 海外資産に係る
申告漏れ課税価格

⑤ ④のうち重加算税賦課対象 4 6 159.9

② 海外資産に係る
申告漏れ等の⾮違件数 168 209

③ 海外資産に係る
重加算税賦課件数 6 14

             　　　　　　　　  事務年度等
 項⽬ 令和５事務年度 令和６事務年度 対前事務年度⽐

① 海外資産関連事案に対する
実地調査件数 947 1,359

34 
56 

70 62 

97 
96 

115 

174 168 

209 

0

25

50

75

100

125

R２ R３ R４ R５ R６
0

50

100

150

200

250

海外資産に係る申告漏れ課税価格 海外資産に係る申告漏れ等の⾮違件数

 ２ 相続税の海外資産関連事案に対する実地調査の状況 

（注）１  海外資産関連事案とは、①相続⼜は遺贈により取得した財産のうちに海外資産が存するもの、②相続⼈、受遺者 
      ⼜は被相続⼈が⽇本国外の居住者であるもの、③海外資産等に関する資料情報があるもの、④外資系の⾦融機関と 
      の取引があるもの等のいずれかに該当する事案をいう。 
      ２  ②から⑥欄の上段の計数は、国内資産に係る⾮違も含めた計数を⽰す。 

納税者の資産運⽤の国際化に対応し、相続税の適正な課税を実現するため、ＣＲＳ情報（共通報告基準に
基づく⾮居住者⾦融⼝座情報）をはじめとした租税条約等に基づく情報交換制度などを効果的に活⽤し、海外
取引や海外資産の保有状況の把握に努めています。 

令和６事務年度においては、海外資産に係る申告漏れ等の⾮違件数は 209 件（対前事務年度⽐
124.4％）、海外資産に係る申告漏れ課税価格は 97 億円（同 155.5％）と増加しました。 

（事務年度） 

（億円） （件） 
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〇 贈与税事案の実地調査の状況 

 
 

〇 申告漏れ等の⾮違件数の状況          〇 調査事績に係る財産別⾮違件数（延件数） 

 

 

 

対前事務年度⽐

件 件 ％

2,847 2,778 97.6
件 件 ％

2,630 2,582 98.2
億円 億円 ％

264 275 104.4
億円 億円 ％

108 123 114.0
万円 万円 ％

926 991 107.0
万円 万円 ％

380 443 116.8

 ② 申告漏れ等の⾮違件数

             　　　　　　  事務年度等
 項⽬ 令和５事務年度 令和６事務年度

 ① 実地調査件数

③ 申告漏れ課税価格

④ 追徴税額

⑤
実
地
調
査

１
件
当
た
り

申告漏れ課税価格
（③／①）

⑥ 追徴税額
（④／①）

無申告
83.4% 
2,154件

有申告
16.6% 
428件

62.9% 
1,754件

有価証券
14.2% 
397件

⼟地
2.8% 
77件

家屋
1.0% 
27件

その他
19.1% 
533件

 ３ 贈与税の実地調査の状況 

相続税の補完税である贈与税についても、積極的に資料情報を収集するとともに、あらゆる機会を通じて財産移
転の把握に努め、無申告事案を中⼼に贈与税の調査を的確に実施しています。 

令和６事務年度においては、実地調査件数は 2,778 件（対前事務年度⽐ 97.6％）と減少し、追徴税額は
123 億円（同 114.0％）と増加しました。 

（注） １つの事案において、複数の財産の申告漏れがあった場合、 
それぞれ１件と集計したものであるため、延件数となっている。 

現⾦・預貯⾦等 
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728 910 1,062 1,202 1,247 

529 
705 

815 
825 837 

282 

274 
309 

291 393 

188 

257 

336 
333 

353 

29
41

67

75 50 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6

その他 現⾦・預貯⾦等 有価証券 ⼟地 家屋 （事務年度）

2,727
2,879

1,756

2,187

2,590

41.4 41.6 41.0 44.1 43.3

30.1 32.2 31.5 30.3 29.1

16.1 12.5 11.9 10.7 13.6

10.7 11.8 13.0 12.2 12.3

1.6 1.9 2.6 2.8 1.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6

その他 現⾦・預貯⾦等 有価証券 ⼟地 家屋 （事務年度）

（％）

（億円） 

 １ 申告漏れ相続財産の⾦額の推移 

 ２ 申告漏れ相続財産の⾦額の構成⽐の推移 
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48
79

103
87

117
42

41

72
70

103

15

15

24
22

18

16

13

19
26

24

121

148

218
205

262

0

40

80

120

160

200

240

280

Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6

現⾦・預貯⾦等 その他 不動産 有価証券

43 47

82 80
10429

44

63 67

77

6

17

15 9

12

21

11

24 22

26

6

4

0 1

1

105
123

184 179

220

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6

北⽶ アジア オセアニア 欧州 その他

（事務年度） 

（事務年度） 

（延件数） 

（延件数） 

 ３ 相続税の海外資産関連事案に係る財産別⾮違件数の推移 

 ４ 相続税の海外資産関連事案に係る地域別⾮違件数の推移 

（注）「延件数」とは、１つの事案において、複数の地域に申告漏れがあった場合、それぞれ１件と集計したものである。 

（注）「延件数」とは、１つの事案において、複数の財産に申告漏れがあった場合、それぞれ１件と集計したものである。 
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 事例１  
相続開始前に引き出した多額の現⾦を相続⼈宅で保管の上、当該現⾦の存在を

関与税理⼠に伝えず、申告から除外した事例 
 
 事例２（無申告） 

相続開始前に被相続⼈の⼝座残⾼が相続税の基礎控除以下になるよう、相続⼈
及びその家族名義の⼝座へ預⾦の移動を⾏い、相続税の納税を免れようとした事例 

 
 事例３ 

被相続⼈から国外法⼈への貸付⾦について、その返済を被相続⼈の⼝座ではなく、
被相続⼈が会⻑を務める国内法⼈の⼝座へ振り込ませることでその存在を隠ぺいし、
申告から除外した事例 

 
 事例４（無申告） 

連絡先の分からない国外居住の相続⼈に対し、粘り強い調査により接触することに
成功し、課税に⾄った事例 

 



【事例①】相続開始前に引き出した多額の現⾦を相続⼈宅で保管し、申告から除外した事例

被相続⼈名義の預⾦⼝座から、相続開始前に多額の現⾦が引
き出されていたことから、その使途を解明するため、調査に着⼿した。

被相続⼈宅において臨宅調査を実施し、相続⼈らに引き出した
現⾦の使途について聴取したところ、「寄付しており、残っていない」と
回答する⼀⽅で、寄付先については答えないなど、曖昧な回答を繰
り返した。そこで、被相続⼈宅に続き、相続⼈宅の現況調査を実施
したところ、相続⼈宅の⾦庫内から多額の現⾦を発⾒した。

発⾒した現⾦について説明を求めたところ、相続⼈らは、被相続⼈
の⽣前、被相続⼈と共に現⾦を引き出した上、相続⼈の⾃宅⾦庫
内で保管しており、申告が必要であることを認識しながら、相続⼈の
⾃宅で保管しておけば税務署に容易に把握されることはないだろうと
いう考えの下、税理⼠にもその存在を隠ぺいし、当該現⾦を除外し
て申告したことを認めた。

事例概要

増差課税価格 ︓約２億５千万円
追徴税額 ︓約１億２千万円（重加算税有）

被相続⼈ 調査対象者
（相続⼈）

税務署職員

調査対象者
（相続⼈）

実地調査

税務署職員

調査対象者
（相続⼈）

① ②

④ ③

妻の現⾦︖寄付して
もう残っていません︕

相続⼈の⾃宅
⾦庫から多額の
現⾦を発⾒⾃宅ではないところで保

管しておけば税務署には
ばれないと思って申告し
ませんでした・・・ 。

概要図

発⾒した現⾦
について追及︕

相続⼈宅
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被相続⼈名義の預⾦⼝座から、相続⼈やその家族名義の預⾦
⼝座へ多額の預⾦が移動していることを把握したため、調査に着⼿
した。

臨宅調査において、相続⼈に対し、被相続⼈名義の預⾦⼝座か
ら出⾦した預⾦の使い道や、相続⼈及びその家族の預⾦の原資等
について聴取したが、相続⼈は曖昧な回答に終始した。

現況調査に移⾏し、相続⼈及びその家族の取引⾦融機関や残
⾼等が記載されたノートを発⾒したため、そのノートを基に再度相続
⼈に説明を求めたところ、相続⼈は、相続税の納税を免れる⽬的で、
被相続⼈の財産を相続税の基礎控除以下になるよう預⾦の移動
を⾏い、税務署からの照会⽂書には財産は基礎控除以下であると
虚偽の回答を⾏い、申告を⾏っていなかったことを認めた。

【事例②】相続開始前に家族名義の⼝座へ預⾦を移し、相続税の納税を免れようとした事例

事例概要

増差課税価格 ︓約７億２千万円
追徴税額 ︓約４億３千万円（重加算税有）

調査対象者
（相続⼈）

被相続⼈

調査対象者
（相続⼈）

① ②

④ ③

実地調査

調査対象者
（相続⼈）

税務署職員

ノートを基に
追及!!

⺟のお⾦を減らして基
礎控除以下にすれば、
ばれないと思って申告し
ませんでした…。

⺟の預⾦の使い道︖よくわかりませ
ん。⺟からお⾦をもらったことも借り
たこともありません︕

税務署職員

概要図

相続⼈の家族

被相続⼈の字で
財産の詳細を記載

A銀⾏
甲 ×××円
⼄ ×××円
丙 ×××円

被相続⼈のノート
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概要図

【事例③】国外法⼈への貸付⾦を申告から除外した事例

被相続⼈の預⾦⼝座から多額の国外送⾦が⾏われていたが、そ
れに⾒合う財産が申告されていなかったことから、実態解明のため調
査に着⼿した。

臨宅調査において、被相続⼈が会⻑を務めるA社（国内法⼈）
の⼦会社であるB社（国外法⼈）の財務諸表を確認したところ、
被相続⼈からB社に対する貸付⾦があることを把握した。また、現況
調査により発⾒した⼿帳から、相続⼈が当該貸付⾦の⼀部の返済
をA社⼝座に振り込むようB社に指⽰している事実を把握した。

これらの事実について相続⼈に説明を求めたところ、B社への貸付
⾦が相続財産になることを認識しながら、貸付⾦の返済はA社⼝座
へ振り込ませることでその存在を隠ぺいし、関与税理⼠にも伝えず、
相続財産から除外して申告したことを認めた。

事例概要

増差課税価格 ︓約４億４千万円
追徴税額 ︓約１億８千万円（重加算税有）

被相続⼈ 調査対象者
（相続⼈）

税務署職員

調査対象者
（相続⼈）

実地調査
⼦会社への貸付⾦の存在を隠すために
返済は会社の⼝座を指定しました。
⼦会社が外国にあることもあり、簡単には
分からないと思って申告しませんでした…。

① ②

③

把握した事実
を基に追及!!

外国

④

外国

被相続⼈

国外の⼦会社へ
⾦銭の貸付

返済はＡ社の⼝座
に振り込ませよう

過去の財務諸表から外国法⼈への
貸付⾦の存在を把握

調査対象者
（相続⼈）

A社（親会社）

会⻑

B社（⼦会社）

A社（親会社）

B社（⼦会社）

!!
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部内資料から、相続税の申告が必要であると⾒込まれたが、無申
告であったため、調査に着⼿した。なお、被相続⼈及び相続⼈は全
員国外居住であり、国外の連絡先が不明であった。

調査着⼿後、相続⼈のうち⼀⼈につき、既に把握済みの国内連
絡先へ繰り返し電話するとともに訪問を続けたところ、⼀時帰国して
いた同相続⼈と接触することに成功した。

接触した際、同相続⼈から、すぐに国外に戻る予定であり、調査に
応じる時間はないとの主張があったが、調査の必要性を説明して、
調査実施の承諾を得た上で速やかに臨宅調査を実施し、被相続
⼈の財産の解明を⾏った。

その結果、被相続⼈が基礎控除を超える財産を保有していたこと
を把握したため、同相続⼈に対し、申告が必要になる旨を説明。⽇
本における税務⼿続きを円滑に進めるために納税管理⼈を選任す
るよう指導したところ、後⽇、納税管理⼈が選任され、期限後申告
書が提出された。

【事例④】粘り強い調査により国外居住の相続⼈との接触に成功し、課税に⾄った事例

事例概要

増差課税価格 ︓約１億円
追徴税額 ︓約３百万円

概要図
①

相続⼈

税務署職員

②

③④

調査対象者
（相続⼈）

税務署職員

すぐに国外に戻る
ので時間はないの
ですが・・・

国外

税務署職員

国外居住者から
期限後申告書の提出

国外

税務署職員

国外

⼀時帰国中粘り強く説得︕

機を逸することなく
実地調査を実施

実地調査

調査対象者
（相続⼈）

納税管理⼈

納税管理⼈
の選任

納税管理⼈を通じ
税務⼿続きを依頼

国外連絡先不明

国内連絡先へ
繰り返し電話・訪問
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